
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
上カバーと、下カバーとを有するユニットケース内にモニタテレビを備えるインターホン
であって、
前記下カバーには、弾性変形可能な支持脚を突設し、この下カバーに前記モニタテレビを
載置した後、その上方より上カバーを下カバーに取り付けることにより、上カバーの押圧
力で前記支持脚を弾性変形させて、前記モニタテレビを前記上カバーと下カバーで挟み止
めして固定させた構造としたことを特徴とする、インターホン。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、インターホンの改良に係り、特にモニタテレビ、通話マイクの取付け構造の改
良に関する。
【０００２】
【従来技術】
従来のハンズフリーインターホンにおけるテレビユニットの取付構造を図７と図８に示す
。
【０００３】
図７に示したものでは、下カバー１０１ｂの内面に形成した支持脚１１１に、ブチルゴム
等で製せられた弾性を有する発砲体のクッション部材１１２を貼着してから、テレビユニ
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ット１０２を載せ、上カバー１０１ａを下カバー１０１ｂにネジ止めするなどの方法で固
定しており、上カバー１０１ａと下カバー１０１ｂとの間に収容されたテレビユニット１
０２は、下カバー１０１ｂの内面に設けた板バネ１１４と上カバー１０１ａのテレビ表示
窓１０３の周囲に設けた押え部１０１ｃとで挟まれて固定されている。このテレビユニッ
トの取り付け構造では、支持脚１１１の間隔は、テレビ装置１０２の外枠より幾分大きめ
に形成されている。
【０００４】
尚、図７中、想像線で示す部材１３０は、映像処理回路、電源などを実装した回路基板で
ある。
【０００５】
また、図８（ａ）、（ｂ）に示したものは、下カバー１０１ｂの内面に板バネを設けず、
下カバー１０１ｂの底面に切欠条１２１を形成して弾性を持たせ、先端を上方に曲折して
突出させた切り起し片１２１ａでテレビユニット１０２を支持するもので、テレビユニッ
ト１０２は、窓部１０３の縁に形成した押え部材１０１ｃと、この切り起し片１２１ａと
で挟まれて固定されるようになっている。　尚、図８（ａ）中、想像線で示す部材１３０
は、映像処理回路、電源などを実装した回路基板であり、また、１３１ｃは、突起部１２
１ａを挿通するために回路基板１３０に設けられた穴部である。
【０００６】
又、図９は、通話マイクをインターホンに取付ける従来構造を示している。図９は、上カ
バーの内面を一部破断して示す構造図である。
【０００７】
この構造では、上カバー１０１ａの適所に形成された通話マイク収容枠１４１内に通話マ
イク１０７を収容し、通話マイク１０７の背面にスポンジなどのクッション部材１４３を
介在させて、上カバー１０１ａの内面に突出形成した支柱１４２にネジ１４４止めした裏
当て板１４５で支持している。
【０００８】
更に、図１０は、従来のテレビインターホンＢの表面に内蔵されたモニタ表示灯１０５の
構造を示すものであり、モニタ表示灯１０５は、ＬＥＤチップを透光性樹脂内に封止させ
た発光ダイオードを、スペーサ１５１を介在して基板１３１に半田付けして構成されてい
る。
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、図７に示す従来のテレビユニットの取付構造には、ボルト１１３や、板ば
ね１１４等を必要とし、構成部材が多いという問題があった。
【０００９】
また、図８に示す従来のテレビユニット１０２の取付構造では、回路基板１３１に、切り
欠き条１２１の切り起し片１２１ａを挿通する穴部１３１ｃを形成する必要があり、この
ため、基板１３１に電気回路を形成する際に、穴部１３１ｃがあるため回路設計が制約さ
れるという問題があった。
【００１０】
本発明の第一の目的は、このような問題を解決するためになされたものであって、テレビ
ユニットをユニットケース内に固定的に取付ける際に、ボルトや、板バネ等の取付け部材
を必要とせず、しかも、基板に穴部を形成する必要がなく、そのような穴部により回路設
計が制約を受けない、簡単な構造のテレビユニットの取付け構造を有するインターホンを
提供することにある。
【００１１】
また、従来のハンズフリーインターホンＢの通話マイク１０７の取付構造には、クッショ
ン部材１４３や、金属板１４５や、ボルト１４４等を必要とし、構成部材が多いという問
題があった。
【００１２】
本発明の第二の目的は、このような問題を解決するためになされたものであって、通話マ
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イクをユニットケース内に固定的に取付ける際に、クッション部材や、ボルトや、金属板
等の取り付け部材を必要のない、簡単な構造の通話マイクの取付け構造を有するインター
ホンを提供することにある。
【００１３】
また、従来のハンズフリーインターホンＢのモニタ表示灯１０５の構造では、発光色が１
色のみであり、ハンズフリーインターホンＢの通話状態が、呼出状態にあるのか、通話状
態にあるのか、待機状態にあるのかを識別できないという問題があった。
【００１４】
複数の発光ダイオードチップを用いて、多色表示を行う技術としては、特開平４－１３７
５７０号公報に記載の発光ダイオードチップが知られており、この技術をモニタ表示灯の
構造に転用することが考えられるが、特開平４－１３７５７０号公報に記載の発光ダイオ
ードは、互いに発光色の異なる複数の発光ダイオードを覆うように光散乱性の粒子と光透
過性の粒子とが混入された透光性樹脂を用いているため、透光性樹脂に光散乱性の粒子や
光透過性の粒子をどの程度混入するかを決定する必要があり、また、基板に半田付けをす
る必要や、スペーサがいる等の理由から、特開平４－１３７５７０号公報に記載の発光ダ
イオードを用いると、コストが高くなるという問題や、透光性樹脂に粒子を混入するため
、モニタ表示灯の輝度が低くなるという問題があった。
【００１５】
本発明の第三の目的は、このような問題を解決するためになされたものであって、ハンズ
フリーインターホンの通話状態に対応して、モニタ表示灯の表示色を変化することができ
、しかも、透光性樹脂に粒子を混入する必要のなく、又、安価なモニタ表示灯の構造を有
するインターホンを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために提案される本発明に係るインターホンは、次のような構造を有
する。
【００１６】
請求項１に記載のインターホンは、上カバーと、下カバーとを有するユニットケース内に
モニタテレビを備えるインターホンであって、下カバーには、弾性変形可能な支持脚を突
設し、この下カバーにモニタテレビを載置した後、その上方より上カバーを下カバーに取
り付けることにより、上カバーの押圧力で前記支持脚を弾性変形させて、モニタテレビを
前記上カバーと下カバーで挟み止めして固定させた構造としたことを特徴とする。
【００１７】
また請求項１に記載のインターホンでは、弾性変形可能な支持脚にモニタテレビを載置し
た後、その上方より上カバーを下カバーに取り付けることにより、上カバーの押圧力で前
記支持脚を弾性変形させて、モニタテレビを上カバーと下カバーで挟み止めして固定させ
た構造としたので、モニタテレビをユニットケース内に固定的に取付ける際に、ボルトや
、板バネ等の取付け部材を必要とせず、しかも、回路基板に穴部を形成する必要がなく、
そのような穴部により回路設計が制約を受けない。
【００１８】
【発明の実施の形態】
（実施の形態１）
以下に、図面を参照しながら本発明について更に詳しく説明する。
【００１９】
図２は、本発明に係るハンズフリーインターホンを正面から見た外観を概略的に示す平面
図である。
【００２０】
図２を参照して説明すると、ハンズフリーインターホンＡは、ユニットケース（図１に示
すユニットケース１）の上カバー１ａの上部に、ＣＲＴなどのモニタテレビ（図１に示す
モニタテレビ２）の画面を映し出すテレビ表示窓３と、その下方の中央部に設けられた両
面通話押ボタン４と、この両面通話押ボタン４の上部に設けられ、モニタ表示灯５を点灯
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表示するための表示窓５ｗと、テレビ表示窓３の右下方に設けられたモニタ押ボタン６と
、テレビ表示窓３の左下方に設けられ、ドアホン子器側に呼びかけをする際に使用するマ
イク７と、更に、ユニットケース（図１０に示すユニットケース１）の下方に設けられ、
拡声型のスピーカ（図示せず）とを備えた構造となっている。
【００２１】
次に、本発明に係るハンズフリーインターホンＡのモニタテレビ（図１に示すモニタテレ
ビ２）の取付構造を説明する。
【００２２】
図１は、図２に示すハンズフリーインターホンＡのＩ－Ｉ線に従う横断面図である。図１
を参照して説明すると、下カバー１ｂには、モニタテレビ２を支持するために設けられ、
上カバー１ａ方向へ突出形成され、且つ、モニタテレビ２の外枠より幾分小さめの間隔を
有する支持脚１１が、一体成形されている。支持脚１１は、弾性変形可能な樹脂等により
製せられている。
【００２３】
そして、モニタテレビ２は、下カバー１ｂにモニタテレビ２を載置した後、その上方より
上カバー１ａを下カバー１ｂに取り付けることにより、上カバー１ａのテレビ表示窓３の
周囲に設けた押え部１ｃの押圧力で支持脚１１を弾性変形させて、モニタテレビ２を上カ
バー１ａと下カバー１ｂで挟み止めして固定させた構造となっている。
【００２４】
尚、上カバー１ａを下カバー１ｂに取り付ける方法としては、接着剤を用いて、上カバー
１ａと下カバー１ｂとを接着しても良く、上カバー１ａに嵌合凹部または嵌合凸部を設け
、下カバー１ｂに嵌合凸部または嵌合凹部を設けて、上カバー１ａと下カバー１ｂとを嵌
合しても良く、また、上カバー１ａと下カバー１ｂとをネジ止めする構造としても良い。
尚、上カバー１ａと下カバー１ｂとをネジ止めする構造とすれば、上カバー１ａの下カバ
ー１ｂ方向への押圧力をより確実にできるので、モニタテレビ２をより確実にユニットケ
ース１内に取り付けることができる。
【００２５】
尚、図１中、想像線で示す部材３０は、映像処理回路、電源などを実装した回路基板であ
る。
【００２６】
このハンズフリーインターホンＡでは、モニタテレビ２の外枠より幾分小さいめの間隔を
有する支持脚１１にモニタテレビ２を、上カバー１ａの下カバー１ｂ方向への押圧力と、
支持脚１１の弾性応力により取り付けたので、モニタテレビ２をユニットケース１内に固
定的に取付ける際に、ボルトや、板バネ等の取付け部材を必要とせず、しかも、回路基板
に穴部を形成する必要がなく、そのような穴部により回路設計が制約を受けない。
【００２７】
次に、本発明に係るハンズフリーインターホンＡの通話マイク７の取付構造を以下に説明
する。図３は、図２に示すハンズフリーインターホンＡのＩＩ－ＩＩ線に従う横断面図で
ある。図３を参照して説明すると、このハンズフリーインターホンＡでは、上カバー１ａ
には、所定の位置に、通話マイク７を収容するために設けられ、下カバー方向１ｂへ突出
形成された通話マイク収容枠４１を備え、下カバー１ｂには、上カバー１ａに設けられた
通話マイク収容枠４１内に収容される通話マイク７を支持するために設けられ、上カバー
１ｂ方向へ突出形成された通話マイク保持用リブ４２が一体成形されている。尚、図４中
、３０、３１は、電気回路が形成された回路基板であり、３０ｃは、回路基板３０に設け
られた通話マイク保持用リブ４２を挿通する穴部である。
【００２８】
そして、通話マイク７は、通話マイク７を通話マイク収容枠４１内に収容した後、上カバ
ー１ａを下カバー１ｂに固定的に取り付けることにより、通話マイク７が通話マイク保持
用リブ４２により通話マイク収容枠４１内に押し込まれた状態で、収容ユニットケース１
内に固定的に取り付けられる。
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【００２９】
尚、図３中、想像線で示す部材３０、３１は、映像処理回路、電源などを実装した回路基
板であり、３０ｃは通話マイク保持用リブ４２を挿通するために基板３０に設けられた穴
部である。
【００３０】
このハンズフリーインターホンＡでは、通話マイク保持用リブ４２で通話マイク７を下方
より支持する構造としたので、通話マイク７をユニットケース１内に固定的に取付ける際
に、クッション部材や、ボルトや、金属板等の取り付け部材を必要がない。
【００３１】
次に、本発明に係るハンズフリーインターホンＡのモニタ表示灯５の構造を以下に説明す
る。図４は、図２に示すハンズフリーインターホンＡのＩＩＩ－ＩＩＩ線に従う横断面図
であり、図５は、図４に示すモニタ表示灯５を拡大して示す横断面図である。
【００３２】
図４及び図５を参照して説明すると、このハンズフリーインターホンＡのモニタ表示灯５
は、互いに発光色の異なる２個の発光ダイオードチップ５ａ、５ｂを備えて構成されてい
る。より具体的には、発光ダイオードチップ５ａは、緑色の発光ダイオードチップであり
、発光ダイオードチップ５ｂは、赤色の発光ダイオードチップであり、２個の発光ダイオ
ードチップ５ａ、５ｂは、回路基板３１の所定の位置に設けられている。そして、２個の
発光ダイオードチップ５ａ、５ｂはドーム形状の透光性樹脂カバー５２により覆われてお
り、透光性樹脂カバー５２の内部の、発光ダイオードチップ５ａ、５ｂのそれぞれの発光
面５ａｓ、５ｂｓ側の面には、発光ダイオードチップ５ａ、５ｂの各々の発光面５ａｓ、
５ｂｓに対応して所定の曲面を有する２個の光拡散凹曲面Ｒ５ａ、Ｒ５ｂが設けられ、且
つ、２個の発光ダイオードチップの発光面５ａｓ、５ｂｓ側の面に対抗する面５ｃｓには
所定の曲面を有する光集光凸面Ｒ５ｃが設けられている。
【００３３】
尚、凹面Ｒ５ａ、Ｒ５ｂの各々は、凹レンズとして機能し、凸面Ｒ５ｃは、凸レンズとし
て機能する。また、図５中、５３は、透光性樹脂カバー５２に形成された、発光色の異な
る２個の発光ダイオードチップ５ａ、５ｂを収容する中空空間を示す。
【００３４】
そして、このハンズフリーインターホンＡのモニタ表示灯５では、通話状態が、待機状態
で、緑色の発光ダイオードチップ５ａのみが点灯し、呼出状態で、赤色の発光ダイオード
チップ５ｂのみが点灯し、通話状態で、緑色の発光ダイオードチップ５ａと、赤色の発光
ダイオードチップ５ｂの双方が点灯するようになっている。
【００３５】
図６は、本発明に係るハンズフリーインターホンＡのモニタ表示灯５の構造の作用原理を
模式的に示す断面図である。
【００３６】
図６（ａ）において、緑色の発光ダイオードチップ５ａのみが点灯すると、緑色の光は、
透光性樹脂カバー５２に設けられた凹面Ｒ５ａにより拡散され、且つ、凸面Ｒ５ｃで集光
され、透光性樹脂カバー５２は、緑色に輝くので、モニタ表示灯５は、緑色に輝く。
【００３７】
図６（ｂ）において、赤色の発光ダイオードチップ５ｂのみが点灯すると、赤色の光は、
透光性樹脂カバー５２に設けられた凹面Ｒ５ｂにより拡散され、且つ、凸面Ｒ５ｃで集光
され、透光性樹脂カバー５２は、赤色に輝くので、モニタ表示灯５は、赤色に輝く。
【００３８】
図６（ｃ）において、緑色の発光ダイオードチップ５ａと、赤色の発光ダイオードチップ
５ｂの双方が点灯すると、２個の凹面Ｒ５ａ、Ｒ５ｂにより赤色の光と緑色の光が透光性
樹脂５２内で加色混合され、且つ、凸面Ｒ５ｃで集光され、透光性樹脂カバー５２は、オ
レンジ色に輝くので、モニタ表示灯５は、オレンジ色に輝く。
【００３９】
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このハンズフリーインターホンＡでは、通話モニタ灯５を、緑色、赤色、オレンジ色の３
色に発光させることができるので、ハンズフリーインターホンＡの通話状態が、呼出状態
にあるのか、通話状態にあるのか、待機状態にあるのかを容易に識別できる。
【００４０】
また、このハンズフリーインターホンＡでは、通話モニタ灯５の２個の発光ダイオードチ
ップ５ａ、５ｂを覆う透光性樹脂カバー５２に、２個の発光ダイオードチップ５ａ、５ｂ
のそれぞれの発光面５ａｓ、５ｂｓ側の面に、発光ダイオードチップ５ａ、５ｂの各々の
発光面５ａｓ、５ｂｓに対応して設けられ、所定の曲面を有する２個の凹面Ｒ５ａ、Ｒ５
ｂを設ける構造としたので、透光性樹脂５２に粒子を混入する必要がないため、製造コス
トが安く、且つ、通話モニタ灯の輝度が低下することもない。
【００４１】
また、通話モニタ灯５では、回路基板３１に取り付けられた２個の発光ダイオードチップ
５ａ、５ｂを用いる構成としたので、従来の特開平４－１３７５７０号公報に記載の発光
ダイオードのように、基板に半田付けをする必要がないため、スペーサ１５１を設ける必
要がなく、通話モニタ灯を、より安価に、より小型化できるという効果もある。
【００４２】
尚、この通話モニタ灯５では、緑色の発光ダイオードチップ５ａと、赤色の発光ダイオー
ドチップ５ｂを用いた例を示したが、これは、説明を容易とするためであり、用いる発光
ダイオードチップは、互いに発光色が異なればよく、赤、緑に限られないことは、言うま
でもない。
【００４３】
尚、このハンズフリーインターホンＡでは、通話モニタ灯５の２個の発光ダイオードチッ
プ５ａ、５ｂを用いた例を示したが、発光色の異なる複数の発光ダイオードチップを用い
、発光色の異なる複数の発光ダイオードチップを覆うように透光性樹脂拡散カバーを設け
、透光性樹脂拡散カバーの内部の複数の発光ダイオードチップのそれぞれの発光面側の面
に、発光ダイオードチップの各々の発光面に対応して所定の曲面を有する複数の光拡散凹
曲面を設け、複数の発光ダイオードチップの発光面側の面に対抗する面に所定の曲面を有
する光集光凸面を設け、ハンズフリーインターホンの機能に応じて、複数の発光ダイオー
ドチップの一個乃至複数個を点灯制御して、単一色乃至混合色に発光させてもよい。
【００４４】
更に、発光色の異なる複数の発光ダイオードチップを用い、発光色の異なる複数の発光ダ
イオードチップを覆うように透光性樹脂拡散カバーを設け、透光性樹脂拡散カバーの内部
の複数の発光ダイオードチップのそれぞれの発光面側の面に、発光ダイオードチップの各
々の発光面に対応して所定の曲面を有する複数の凹面を設け、複数の発光ダイオードチッ
プの発光面側の面に対抗する面に所定の曲面を有する凸面を設け、複数の発光ダイオード
チップの一個乃至複数個を点灯制御して、単一色乃至混合色に発光させる装置は、ハンズ
フリーインターホンの通話モニタ灯に限られず、種々の用途の発光モード表示装置として
、好適に用いることができるものである。
【００４５】
そして、この発光モード表示装置では、例えば、赤色、緑色、青色の光の三原色に相当す
る３種類の発光ダイオードチップを用いた場合には、少なくとも、７種類（ 3Ｃ 1＋ 3Ｃ 2＋
3Ｃ 3＝７）の異なる色の光を発光できる。
【００４６】
【発明の効果】
以上詳細に説明した通り、本発明によれば、次のような効果がある。請求項１に記載のイ
ンターホンでは、弾性変形可能な支持脚にモニタテレビを載置した後、その上方より上カ
バーを下カバーに取り付けることにより、上カバーの押圧力で前記支持脚を弾性変形させ
て、モニタテレビを上カバーと下カバーで挟み止めして固定させた構造としたので、モニ
タテレビをユニットケース内に固定的に取付ける際に、ボルトや、板バネ等の取付け部材
を必要とせず、しかも、回路基板に穴部を形成する必要がなく、そのような穴部により回
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路設計が制約を受けない。
【図面の簡単な説明】
【図１】図２に示すハンズフリーインターホンのＩ－Ｉ線に従う横断面図である。
【図２】本発明に係るハンズフリーインターホンを正面から見た外観を概略的に示す平面
図である。
【図３】図２に示すハンズフリーインターホンのＩＩ－ＩＩ線に従う横断面図である。
【図４】図２に示すハンズフリーインターホンのＩＩＩ－ＩＩＩ線に従う横断面図である
。
【図５】図４に示すモニタ表示灯を拡大して示す横断面図である。
【図６】本発明に係るハンズフリーインターホンのモニタ表示灯の構造の作用原理を模式
的に示す断面図である。
【図７】従来公知のモニタテレビの取付構造の例を概略的に示す横断面図である。
【図８】従来公知のモニタテレビの取付構造の他の例を概略的に示す横断面図である。
【図９】通話マイクをインターホンに取付ける従来構造を概略的に示す横断面図である。
【図１０】従来のテレビインターホンの表面に内蔵されたモニタ表示灯の構造を示す横断
面図である。
【符号の説明】
Ａ　ハンズフリーインターホン
１　ユニットケース
１ａ　上カバー
１ｂ　下カバー
２
モニタテレビ
３　　テレビ表示窓
４　　両面通話押ボタン
５　　モニタ表示灯
５ｗ
モニタ表示窓
５ａ、５ｂ　発光ダイオードチップ
６　　モニタ押ボタン
７　　マイク
１１
支持脚
３０
回路基板
４１
通話マイク収容枠
４２
通話マイク保持用リブ
５２
透光性樹脂カバー
Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ　凹面
Ｒ５ｃ　凸面
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】
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